
環 保 第 1 3 8 9 号 

平成 25 年５月 24 日 

 

大阪府知事 松井 一郎 様 

 

大阪府知事 松井 一郎 

 

 

（仮称）淀川左岸線延伸部環境影響評価方法書に対する 

環境の保全の見地からの意見（申述） 

 

 

平成 24 年 12 月 25 日付けで送付のあった標記方法書について、環境影響評価法第

40 条第２項により読み替えて適用される同法第 10 条第１項の規定により、環境の保

全の見地からの意見を別紙のとおり申し述べます。 

 

 

 

 

 

 



環 保 第 1 3 8 9 号 

平成 25 年５月 24 日 

 

大阪市長  橋下  徹 様 

 

大阪府知事 松井 一郎 

 

 

（仮称）淀川左岸線延伸部環境影響評価方法書に対する 

環境の保全の見地からの意見（申述） 

 

 

平成 24 年 12 月 25 日付けで送付のあった標記方法書について、環境影響評価法第

40 条第２項により読み替えて適用される同法第 10 条第１項の規定により、環境の保

全の見地からの意見を別紙のとおり申し述べます。 



別紙 

全般的事項 

（１） 自動車から排出される二酸化炭素及び二酸化窒素について、大阪市及びその周辺

における排出量の変化を定量化し、準備書に記載すること。 

（２） 計画路線に係る環境影響を的確に予測・評価できるように、計画路線等の位置、

構造と周辺の住居等の位置、高さを踏まえ、調査・予測の地点を選定すること。 

（３） 計画路線は大深度地下空間の活用を前提としていることから、方法書に記載の手

法の他、「大深度地下の公共的使用に関する基本方針（平成 13 年 4 月 3 日：閣議

決定）」及び「大深度地下の公共的使用における環境の保全に係る指針（平成 16

年 2月：国土交通省都市・地域整備局長通知）」も踏まえた上で環境影響評価を実

施し、その結果を準備書に記載すること。 

（４） 大阪府及び大阪市においては、「大阪 21世紀の新環境総合計画」及び「大阪市環

境基本計画」を定めていることから、各環境影響評価項目の評価においては、これ

らの計画に定める目標の達成と維持に資するとの観点からも評価を行うこと。 

（５） 環境保全対策については、計画路線が大深度地下空間の活用を前提としているこ

とや、工事期間が長期にわたると想定されるといった事業特性を踏まえ、都市計画

決定権者及び事業予定者が事業による影響を可能な限り回避・低減するとの観点か

ら検討を行い、準備書に記載すること。 

    また、二酸化炭素についても道路の供用及び工事に係る環境保全対策の検討を行

い、準備書に記載すること。 

 

大気質 

（１） 計画路線は「大阪府自動車排出窒素酸化物及び自動車排出粒子状物質総量削減計

画」の対策地域内にあること、大阪府域では微小粒子状物質の環境基準が現時点で

は未達成の状況にあることをも踏まえ、換気塔からの大気汚染物質の排出量を最小

限にとどめるため、最新の排ガス処理技術の導入について十分検討すること。 

（２） その上で、住居、学校及び病院等の保全対象施設における寄与濃度を可能な限り低

減するよう、換気塔の位置、高さ並びに換気量及びその制御方法について検討を行う

こと。 

（３） 二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の予測については、プルーム式及びパフ式を用いる

としているが、自動車の走行に係る沿道濃度の予測においては、JEA 式を採用した

事例も数多くあることから、それぞれの予測モデルの特性を勘案し、適切な大気拡散

予測式を採用すること。 



（４） インターチェンジ部の出入路が曲線やループなど複雑な構造となる場所や淀川に近

接した地域等一般の市街地とは異なる風況と考えられる地域で予測を行う場合は、寄

与濃度を的確に予測できるよう、気象の通年調査及び大気拡散予測式の条件設定を適

切に行うこと。 

（５） 換気塔周辺やインターチェンジ部周辺において、寄与濃度が大きくなる気象条件（ダ

ウンウォッシュが発生するおそれがある場合は、その気象条件を含む）や交通条件で

短期的な予測を実施すること。 

（６） 必要に応じて交通量調査を平日に行うとしているが、休日における交通量調査の実

施についても検討し、一般車両の交通量を適切に設定すること。 

（７） 微小粒子状物質について、地域の状況を把握するとともに、準備書作成段階におい

て予測技術が確立された場合には、改めて予測評価の実施を検討すること。 

 

強風による風害 

（１） 淀川に近接した地域等一般の市街地とは異なる風況と考えられる地域に換気塔を設

置する場合は、換気塔の設置場所近傍で風向及び風速の通年調査を適切に実施するこ

と。 

 

騒音・振動・低周波音 

（１） 今後の事業計画の具体化に際し、低周波音の発生を伴う建設機械が長期間にわた

り継続して稼働する場合は、「建設機械の稼働」を環境影響要因として選定するこ

と。 

（２） 事業計画の詳細が未定であることや、大阪市内において商業施設近辺の道路では

休日の方が交通量が多い実態があることから、今後検討される詳細な事業計画及び

地域の実情を踏まえた上で、必要に応じて休日における騒音及び振動の調査・予測

及び評価を実施すること。 

（３） 計画路線は、大部分が地下式を前提としていることから、住居等の保全対象施設

の直下を掘削する場合は、掘削工事による振動についても予測・評価を行うこと。 

（４） 自動車の走行に係る低周波音の予測は地上高さ 1.2ｍで行うとしているが、高架

部の周辺に中高層住居等が存在する場合は、高さ方向についても類似事例の活用な

どにより予測・評価を行うこと。 

 

地盤 

（１） 地下トンネルの建設により、地下水の流動阻害やそれに伴い地下水位が低下する



可能性があることから、既存資料調査及び現地調査により、事業実施区域における

地質構成や周辺の地下水の状況等を確実に把握すること。また、トンネルの深さや工

法の選定等において、地下水位や地下水の流動への影響を回避、低減するよう慎重に

検討すること。 

 

動物・植物・生態系 

（１） 地盤に係る予測評価において地下水の流動阻害が考えられる場合は、影響を受け

る湧水地、淀川のワンド等の有無を調査し、これらの環境を利用している動植物等

への影響について調査、予測及び評価を行うこと。 

（２） 事業実施区域周辺に生息する貴重種※をはじめとする動植物、生態系への配慮に

ついてはミティゲーション５原則に基づいた検討を行い、その結果を準備書に記載

すること。 

  ※ コアジサシ（「種の保存法」において国際希少野生動植物種に指定）の集団繁殖地、

淀川のワンドに生息するイタセンパラ及びアユモドキ（「文化財保護法」において

天然記念物に指定、「種の保存法」において国内希少野生動植物種に指定）など 

 

景観 

（１） 方法書に記載の主要な眺望景観に加え、換気塔や高架道路の存在により景観が大

きく変化する地点及び周辺住民が日常的に利用する教育施設、医療施設等の公共施

設からの眺望についても、調査、予測及び評価を行うこと。 

（２） 事業実施区域内には、有形文化財（重要文化財）などから構成され、歴史的・文

化的な価値を有する景観が存在することから、事業計画の具体化に際してはこれら

の景観を損なわないよう検討し、その結果を準備書に記載すること。 

 

文化財 

（１） 事業実施区域内に有形文化財（重要文化財）である淀川旧分流施設２所（毛馬洗

堰、毛馬第一閘門）、 附
つけたり

・毛馬第二閘門、淀川改修紀功碑が存在するため、これ

らを含む有形文化財についても調査を実施し、その内容を準備書に記載すること。 

（２） 毛馬第一閘門付近に保存されている眼鏡橋は、上記重要文化財と相まって近代の

大阪の発展を示す重要な建造物であることから、これらの重要文化財等を改変する

ことのないよう検討し、その内容を準備書に記載すること 


